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１　手続きの流れ 
小児慢性特定疾病の医療費助成の申請については以下のとおりです。 

２　申請に必要な書類

（１）　全員必ずご用意いただくもの

	必要書類
	注意事項等

	小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
	所定の様式に記入してください。

受診者、申請者（受診者が加入している医療保険の被保険者等の保護者）及び受診者本人と同じ医療保険に加入する方全員分の個人番号の記載が必要となりますので、ご確認の上、来所してください。

原則､申請者は医療保険の被保険者等の保護者としていますが、その他の方が申請者となる場合には、お住まいの市町を管轄する保健所にご相談ください。

	研究利用同意書（別紙７）（同意される場合のみ）
	医療意見書を小児慢性特定疾病に関する研究開発等に利用されることに同意される場合に、御提出ください。（こちらの提出は必須ではありません。）

	医療意見書
	知事等が指定する指定医から交付を受ける必要があります。主治医の先生に御相談ください。

	世帯全員分の住民票
	発行後３ヶ月以内のものに限ります。

続柄は省略しないでください。

個人番号が記載されているものは、個人番号の確認書類（裏面参照）としても

使用いただけます。

	市町村民税課税（非課税）証明書※
	市町村から交付を受けてください。

受診者が加入する医療保険により、２ページの表に従って提出してください。

４～６月の申請の場合･･･前年度のもの　

７～３月の申請の場合･･･当年度のもの

	医療保険の資格情報が確認できる資料の写し
	受診者が加入する医療保険により、以下のとおり提出してください。

国保（国保組合）…住民票に名前のある全員の医療保険の資格情報が確認できる資料

上記以外　…受診者の医療保険の資格情報が確認できる資料
※医療保険の資格情報が確認できる資料・・・保険者から発行された資格確認書等

	個人番号の確認書類
	窓口に来所する方により、必要となる書類が異なります。

４ページの「※個人番号の確認書類」に従って提出してください。


　※市町村民税課税（非課税）証明書の提出方法

	加入する医療保険
	提出する市町村民税課税（非課税）証明書

	国保（国保組合）
	受診者と同じ国保に加入している方全員分（義務教育修了前の児童については省略可能）

	社会保険（上記以外）
	受診者が加入している医療保険の被保険者の方の分


· 市町村民税（所得割）額や所得額が記載されているものであれば、「市町村民税額の決定通知書」でも代用可能です。（ただし、社会保険加入者で非課税の方は「市町村民税課税（非課税）証明書」が必要です）。

· 提出する全ての市町村民税課税証明書の市町村民税（均等割含む）が０円の場合は、申請書裏面【4】に申請者の収入額を記入し、振込通知書等収入額がわかるものの写しを提出してください。申請者の合計所得金額の確認も必要となりますので、非課税証明書に合計所得金額が載っていない場合には、非課税証明書ではなく課税証明書を提出してください。

 (２) 該当者のみ必要な手続き

　①　重症認定

	手続きが必要な場合
	手続き

	「小児慢性特定疾病重症患者認定基準」に該当する場合（主治医の先生に御確認ください）
	申請書表面の自己負担上限月額の特例「重症患者認定該当者」にレ点を入れ、重症患者認定申告書を提出してください。


②　世帯内按分の特例
	手続きが必要な場合
	手続き

	受診者と同じ医療保険の世帯の中で、受診者以外に小児慢性特定疾病又は指定難病の受給者証を所持している方がいる場合
	申請書表面の自己負担上限月額の特例「世帯内按分特例者」にレ点を入れ、裏面【２】の欄に記入してください。

該当者の受給者証をお持ちください。


　　③　人工呼吸器等の装着者
	手続きが必要な場合
	手続き

	人工呼吸器、体外式補助人工心臓等を装着している場合
	別途医師による証明書が必要となりますので、管轄する保健所または県庁こども未来課まで御連絡ください。


④　社会保険（被用者保険）非課税の方
	手続きが必要な場合
	手続き

	社会保険（被用者保険）に加入している、非課税の方
	様式第７号を提出してください。申請者の住民税の情報を県から申請者の加入する保険者に情報提供する際に必要となるものです。


⑤　国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合に加入する非課税の方
	手続きが必要な場合
	手続き

	国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合に加入している、非課税の方
	上記④の様式第７号と合わせ、国家公務員共済組合の場合は別紙１、地方公務員共済組合の場合は別紙２を提出してください。申請者の住民税の情報を県から申請者の加入する保険者に情報提供する際に必要となるものです。


※個人番号の確認書類

	手続きのために来所する方は、様式第１号「小児慢性特定疾病医療費支給申請書」の｢申請者」(受診者が加入している医療保険の被保険者等の保護者)本人ですか？




　　　　　　　　　 はい→Ａへ　　　　　　　　　　　　いいえ→Ｂへ

Ａ 申請者本人が保健所に来所して手続きを行う場合（①と②の両方が必要）

	①
	申請者の

個人番号を

確認できる書類
	□
	以下の書類のうち１つ
・個人番号カード             ・通知カード

・個人番号の記載のある住民票

・個人番号の記載のある住民票記載事項証明書

	②
	申請者の

身元を確認できる書類

(アからウのうちいずれか)
	ア
	□
	個人番号カード

	
	
	イ
	□
	以下の書類のうち１つ（顔写真の表示があるもの）
・運転免許証　　　　　      ・パスポート　　　　　　　 　

・身体障害者手帳          　・精神障害者保健福祉手帳　　

・療育手帳                  ・在留カード　等

	
	
	ウ
	□

□
	ア、イの用意が困難な場合は以下の書類のうち２つ
・公的医療保険の資格情報が確認できる資料　・年金手帳

・児童扶養手当証書　　　　　・特別児童扶養手当証書 

・源泉徴収票　　　　　　　　・納税証明書

・市町村民税課税（非課税）証明書　等


Ｂ 代理人（申請者以外）が保健所に来所して手続きを行う場合（①～③の全てが必要）

	①
	申請者の個人番号を確認できる書類
	□
	以下の書類のうち１つ
・個人番号カード又はその写し　・通知カード又はその写し

・個人番号の記載のある住民票

・個人番号の記載のある住民票記載事項証明書

	②
	代理権を

確認できる書類
	カ
	□
	以下の書類のうち１つ

・委任状（あらかじめ申請者が署名、押印したもの）

・申請者の公的医療保険の資格情報が確認できる資料

・申請者の個人番号カード

	③
	代理人の身元を確認できる書類

(キ又はクのいずれか)
	キ
	□
	以下の書類のうち１つ（顔写真の表示があるもの）

・運転免許証　　　　　　 　 ・パスポート

・身体障害者手帳     　     ・精神障害者保健福祉手帳    

・療育手帳                  ・在留カード　等

	
	
	ク
	□

□
	以下の書類のうち２つ
・公的医療保険の資格情報が確認できる資料　・年金手帳

・児童扶養手当証書　　　　　・特別児童扶養手当証書

・源泉徴収票　　　　　　　　・納税証明書　　　　　　　　

・住民票　　　　　　　　　　・住民票記載事項証明書

・市町村民税課税（非課税）証明書　等
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